
 

 

 

「納期の特例」の源泉所得税は７月１０日（金）が納期限

です 

専従者給与・従業員給与等に対する給与所得の源泉徴収税額は、給与の支払月の翌月１０日迄に

納付するのが原則ですが、「納期の特例」の承認を受けている場合には、１月から６月分迄の合計額を、 

原則７月１０日迄に納付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

      

★ 給与所得者の源泉所得税の指導を事務局で受けられる方に……これだけはお持ち下さい ★ 

１．令和８年分 給与所得等に対する所得税源泉徴収簿（一人別徴収簿） 

  まだ「一人別徴収簿」を備え付けていない方は、本年１月～６月迄の給与の支払い状況を 

各人別に調べてお持ち下さい（各月の支払日・総支給額・扶養状況等）。 

２．税務署から送られてきた源泉所得税の納付書 

３．納税額が発生しなくても、納付書は提出しなければなりません（０証明）。 

４．前回（令和７年７月～１２月分）の納付書控えもご持参下さい。 

前回、還付未済金等のある方は今回納付分に充当精算いたします。 

し ぶ や 青 色  
〒150-0041 

東京都渋谷区神南 1-8-17 

TEL 03（3463）7043 

FAX 03（3770）8739 

ホームページ 

http://www.428aoiro.jp/ 令和８年 ６月号 第６４２号 一般社団法人渋谷青色申告会事務局発行 

● 渋谷青色申告会のホームページ ● 
 

 
                               

 
 

                    
当会では、様々な情報をＨＰでもご案内し

ています。 

 

毎月の会報もいち早く掲載しています。 

 

今後も、情報発信していきますのでよろし

くお願いいたします。 

 

＊「渋谷青色申告会」で検索してください。 
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　★ 　第２８回定時総会開催　 ★

　　

一般会計

　　勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目

Ⅰ．事業活動収支の部 　　　　　　（単位：円）

１．
（１） 100 2,753 2,700
（２） 2,000 165,077 160,000
（３） 58,080,000 60,063,487 65,376,000
（４） 16,580,000 18,977,437 18,840,000
（５） 37,900 104,200 100,000
（６） 0 3,003,592 0

74,700,000 82,316,546 84,478,700
２．

（１） 60,394,070 60,113,155 64,496,078
（２） 12,305,930 15,692,065 13,982,622

72,700,000 75,805,220 78,478,700
2,000,000 6,511,326 6,000,000

Ⅱ．投資活動収支の部
１．

（１） 0 0 0
0 0 0

２．
（１） 0 0 0
（２） 2,000,000 3,003,592 6,000,000

2,000,000 3,003,592 6,000,000
△ 2,000,000 △ 3,003,592 △ 6,000,000

Ⅲ．財務活動収支の部
１． 0 0 0
２． 0 0 0

0 0 0

Ⅳ．予備費支出

0 0 0

0 3,507,734 0
6,805,630 6,805,630 10,313,364
6,805,630 10,313,364 10,313,364

特 定 資 産 取 得 支 出
投 資 活 動 支 出 計 Ｄ
投 資 活 動 収 支 差 額 Ｃ － Ｄ

財 務 活 動 収 入
財 務 活 動 支 出

前 期 繰 越 収 支 差 額
次 期 繰 越 収 支 差 額

予 備 費 支 出

当 期 収 支 差 額

財 務 活 動 収 支 差 額

雑 収 入

第28期　収支計算書

事 業 活 動 収 入
基 本 財 産 運 用 収 入
特 定 資 産 運 用 収 入
会 費 等 収 入
事 業 収 入

固 定 資 産 取 得 支 出

引 当 資 産 繰 入 金 収 入
事 業 活 動 収 入 計 Ａ
事 業 活 動 支 出
事 業 費 支 出
管 理 費 支 出
事 業 活 動 支 出 計 Ｂ
事 業 活 動 収 支 差 額 Ａ － Ｂ

投 資 活 動 収 入
固 定 資 産 売 却 収 入
投 資 活 動 収 入 計 Ｃ
投 資 活 動 支 出

第29期　収支予算書

令和7年4月１日から令和8年3月31日まで
　 令和　8年4月　1日から

　 令和　9年3月31日まで

　　予　　　算　　　額 　　決　　　算　　　額 　　予　　　算　　　額

時
村
渋
谷
税
務
署
長

2

金
井
会
長

去る５月２５日（月）午後４時００分より、原宿東郷記念館「神楽」に於いて、

第２８回定時総会が開催されました。

議事に先立ち、永年功労役員２ 名、また退任役員１０名の方々に対して、永

年の青色申告会の活動へのご尽力に敬意を表し、「会長感謝状」の贈呈 が行

われ、続いて金井会長が議長に就任し、各議案の審議に入りました。

第１号議案 議事録署名人選任の件

第２号議案 第２８期事業報告書承認の件

第３号議案 第２８期収支計算書報告及び監査報告承認の件

第４号議案 第２９期事業計画書（案）承認の件

第５号議案 第２９期収支予算書（案）承認の件

第６号議案 労働保険料等徴収、納付状況報告の件

第７号議案 労働保険事務組合事務処理規約改正（案）の承認の件

各議案について慎重な審議が行われ、原案のとおり承認可決されました。

第２８期（令和７年度）収支計算書・第２９期（令和８年度）事業計画書・収支

予算書につきましては、２～３頁でご報告申し上げます。

最後に、松永副会長が閉会のことばを述べ、午後４時５０分閉会となりました。



       貸 借 対 照 表
一般会計               令和　8年3月31日現在 　　　　　（単位：円）

　　　　勘　　　　　　定　　　　　　科　　　　　　目

【Ⅰ】 資 産 の 部 【Ⅱ】 負 債 の 部

  １． 流 動 資 産 　１． 流 動 負 債

  （１） 現 金 預 金 の 合 計 28,220,607   （１） 流 動 負 債 合 計 4,900,062

　（２）そ の 他 流 動 資 産 の 合 計 825,470

流 動 資 産 合 計 29,046,077 　２． 固 定 負 債

  （１） 退 職 給 与 引 当 金

　２． 固 定 資 産 固 定 負 債 合 計 43,642,874

　（１）基 本 財 産 合 計 5,000,000 負 債 合 計 48,542,936

　（２）特 定 資 産 合 計 119,539,570

　（３）そ の 他 固 定 資 産 合 計 50,447,901 【Ⅲ】 正 味 財 産 の 部

固 定 資 産 合 計 174,987,471 　１． 指 定 正 味 財 産

資 産 合 計 204,033,548   （１） 指 定 正 味 財 産 0

指 定 正 味 財 産 合 計 0

　２． 一 般 正 味 財 産

  （１） 一 般 正 味 財 産 155,490,612

一 般 正 味 財 産 合 計 155,490,612

（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ） 5,000,000

正 味 財 産 合 計 155,490,612

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 204,033,548

　　　　  

　　　

金　　　　　額　  勘　　　　　　　定　　　　　　　科　　　　　　　目 金　　　　　額

３

 ●　税務署からのお知らせ　●

消費税法改正について（令和８年度税制改正）

インボイス制度に係る経過措置について、以下の２点が見直されました。

１ 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置の改正（３割特例）

２ 適格請求書発行事業者以外のものから行った課税仕入れにかかる税額控除に関する

経過措置の改正（７・５・３割控除）

この改正内容について詳しくは、インボイス制度特設サイト「令和８年度税制改正特集」をご覧ください。



● ７月の税務相談日 ● 

当会会員の税理士による 

「税務相談会」は下記の通りです。 

日 時 
７月１５日（水） 

午前１０時～午後４時 

場 所 （一社）渋谷青色申告会事務局 

費 用 無 料（１人約１時間を予定） 

 

※税務相談会は７月 1日（水）より予約開始します 

 

 

 

 

 

 
６月１日（月）にお送りした納付書により、６月３０日（火）までにお納めください。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納 付 書 見 本

ここを読み取る

 
 

ペイジーマークのついている納付書は、対応する金融機関のインターネットバンキングやモバイルバンキング、ＡＴＭか

ら直接納付することができます。 

他にもコンビニエンスストア、金融機関、郵便局、都税事務所等の窓口でも納付いただけます。 

 

 

 

 

 

 

● 都税からのお知らせ ● 

４ 

 保険相談  
保険に入っていない。 
または  

現在ご加入の保険を  

見直したい。 

 

☆保険料を安くしたい。  

☆たくさん入っている保険を整理したい。  

☆保険のことがよくわからない。  

など、お気軽にご相談ください。  

 

※相談ご希望の方は青色申告会事務局、または下記まで。  

担当：（株）サンクス 佐藤 

電話：  ０１２０-８０-１７８１ 

    ０１２０-５８-０４０８ 

 

 

会員様は団体割引が
使えます！！ 

（23区内） 

＜ご利用になれる納付方法＞ 

※ご利用の前に、主税局ホームページにて各納付方法の注意事項をご確認ください。 

 

 

 
 

都税Web口座振替申込受付サービスにて、６月１０日（火）までにお申込みいただくと、

固定資産税・都市計画税第１期分からの口座振替が可能です。  口座振替 

おうちで今、納付できます！！ 

簡単・便利な口座振替 Web 申込で、都税の納め忘れなし！！ 

【お問合せ先】 

＜課税について＞ 土地・家屋が所在する区にある都税事務所 

＜納付について＞ 所管都税事務所の徴収管理班又は都税支所・支庁 

 

 

主税局 HP 

都税の支払い方法 

▶ ▶ ▶ 

 ス マ ホ ア プ リ 
納付書のeL-QRを読み取

るだけで納付ができます。  クレジットカード 
インターネットバンキング 

 

地方税お支払サイトの eL-QR読取画面から

納付書の eL-QRを読み取り、支払手続をす

ると納付ができます。 

 


